住宅への火災警報器設置義務化対応について
平成19年2月9日

(社)日本建材・住宅設備産業協会

生活支援委員会

　当協会生活支援委員会は、平成１７年６月１日施行となりました「改正消防法」による、住宅への火災警報器設置義務化に対応するため調査事業を展開してまいりました。平成１７年１２月には既存住宅における設置義務化の各地方自治体の火災予防条例改正状況の中間報告セミナーを開催し、平成１８年６月には総務省消防庁　予防課、国土交通省　住宅生産課を招きセミナーを開催いたしました。この度６月に開催いたしましたセミナー内容と、平成１８年１２月現在における「市町村の火災予防条例改正状況」の修正版が完成いたしました。
つきましては、「市町村の火災予防条例改正状況」につきまして、当協会ホームページにて公開することとなりましたのでご案内いたします。
（URL：http://www.jkiss.or.jp/kensan/report/keihouki-jyoureityousa.pdf）
　　また、「住宅への火災警報器設置義務化セミナー」内容と「市町村の火災予防条例改正状況」を網羅した報告書ＣＤを３,０００円(送料込み)にて頒布いたしますので、別紙「火災警報器設置義務化対応ＣＤ申込書」でＦＡＸにてお申込下さい。請求書はＣＤ発送時に同封いたしますので、銀行振込処理をお願いします。
宛先
　(社)日本建材・住宅設備産業協会
　　　　　　　　　　事務局　　　　河西宛
ＦＡＸ：０３－５６４０－０９０５
「火災警報器設置義務化対応ＣＤ申込書」
　「火災警報器設置義務化ＣＤ」を申込いたしますので、下表の内容で送付お願いします。

	ＣＤ購入枚数
	

	会社･団体名
	

	送付先住所
	〒



	所　　属
	

	申込者氏名
	


以下記入不要です。
＜受付内容（協会内にて記載）＞

	受付日
	平成　　　　年　　　　月　　　　日

	発送日
	平成　　　　年　　　　月　　　　日

	請求書ＮＯ
	

	入金確認日
	平成　　　　年　　　　月　　　　日


